
鹿児島市結婚相談所事務嘱託員 会計年度任用職員募集要項 
 

 

１ 職名、職務内容及び採用予定人員 

  職名、職務内容及び採用予定人員は次のとおりです。 

職  名 職 務 内 容 
採用予定

人 員 

結婚相談所事務嘱託員 

・結婚の紹介及びあっせんに関すること。 

・結婚相談に関すること。 

・その他所属長が指示する事項 

１名 

 

 

２ 申込資格 

⑴ 基本的なパソコン操作が可能な者 

⑵ 次のいずれかに該当する者は申込できません。 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

・鹿児島市職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過していない者 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること

を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３ 勤務条件 

任用期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

※ 採用から１か月は条件付き採用期間 

※ 年度を超えての更新はありませんが、任期ごとに面接や従前の勤務実

績に基づく客観的な能力実証を行ったうえで、公募によらず、再度任

用されることがあります。 

勤務日 週４日（土日の勤務あり。月曜週休日） 

勤務を要しない日 月曜日、祝日、１２月２９日～翌年１月３日、その他シフト表による。 

勤務時間 

週２９時間以内 

※ 交代制として下記の A と B の勤務時間の組み合わせによる。 

A 勤務：１１時から 1９時 15 分まで 

B 勤務：1１時４５分から２０時まで 

休憩時間 60 分 

勤務場所 
鹿児島市中央町１０番地キャンセビル７階 

鹿児島市結婚相談所 



給料、給料形態、

手当 

給料（報酬）額は、鹿児島市会計年度任用職員の給与等に関する条例に基

づき、実務経験や職責等を考慮の上、決定します。（給与改定の状況等に

より変動することがあります。） 

鹿児島市結婚相談所事務嘱託員  

月額 １３５，２００円～１５４，６００円 

（４年以上の職務経験がある場合、１５４，６００円） 

給料支払日：当月２２日（土日、祝日等の場合はその直前の平日） 

※ 期末手当、勤勉手当、通勤手当がそれぞれの支給要件に応じて支給されま

す。 

休暇 任用期間に応じて年次有給休暇を付与（年間 最大１５日） 

社会保険等 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用があります。 

災害補償 公務上の災害又は通勤による災害についての補償制度があります。 

服務 

地方公務員法に規定する服務に関する規定（守秘義務、信用失墜行為の禁

止、職務専念義務、政治的行為の制限など）が適用されるとともに、非違

行為等があった場合には懲戒処分の対象となります。 

 

４ 選考の方法及び内容 

  選考は書類選考（一次選考）及び面接選考（二次選考）とし、面接選考は書類選考の合格者につ

いて行います。 

 選 考 の 内 容 

書類選考 申込書及び作文による選考を行います。 

面接選考 主として職務適正、コミュニケーション能力等の評価を行います。 

 

５ 選考の日時、場所及び合格者の発表 ※ 日程等は変更になる場合があります。 

⑴ 書類選考の合格者発表 

合否の結果は、文書で本人宛てに通知します。 

⑵ 面接選考 

日 時  

   日時、場所等の詳細は、確定次第、書類選考合格者宛てに通知します。 

   ※ 面接日を含め交通費の支給はありません。 

⑶ 面接選考の合格者発表 

合否の結果は、面接実施後に文書で本人宛てに通知します。 



６ 選考結果の開示 

  選考の結果については、個人情報の保護に関する法律第６９条第２項第 1 号の規定により、口頭

で開示を申し出ることができます。（下表参照） 

区分 開示申出ができる人 開示内容 開示期間 開示場所 

書類選考 全申込者 

総合得点、合格最

低点及び順位 

合否の結果発送の

日から起算して 

１か月間 

鹿児島市 

こども政策課 

企画係 

面接選考 二次選考不合格者 

  開示申出をする場合は、必ず申込者本人（代理は認めません。）が、本人であることを証明する書

類（マイナンバーカード、運転免許証、旅券等）を持参し、鹿児島市こども政策課企画係へ直接お

越しください。電話、はがき等による申出では開示できません。 

  開示受付は、開示期間内の８時３０分から１７時１５分までです。ただし、土日祝日は受け付け

ておりません。 

 

７ 申込手続及び受付期間 

持参又は郵送のいずれかの方法で申し込んでください。 

「募集要項」及び「申込書」は、鹿児島市ホームページからダウンロードできます。 

（https://www.city.kagoshima.lg.jp/→検索ワード「鹿児島市結婚相談所事務嘱託員募集」で

検索） 

※  募集要項等を郵便で請求するときは、封筒の表に「募集要項請求」と朱書きし、１４０円切手

を貼った宛先明記の返信用封筒（角型２号）を必ず同封してください。 

⑴  提出書類 

① 申込書  １通 

② 志望動機の作文（８００字以内、任意様式） 

⑵ 提出先 

鹿児島市こども政策課企画係 

〒８９２－８６７７ 鹿児島市山下町１１番１号 

   電話 ０９９－２１６－１５１４  ファックス ０９９－８０３－７６２８ 

   E メール kodo-kikaku@city.kagoshima.lg.jp 

※ 郵送で申し込むときは、封筒の表に「申込書在中」と朱書きしてください。 

⑶ 申込みの受付期間及び受付時間 

・受付期間 令和７年２月２１日（金）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

・受付時間 ８時３０分から１７時１５分   

※郵送の場合は、令和７年２月２１日（金）必着とします。


